
集団けんしん事業（がん検診等）業務仕様書 

 

事業名 集団けんしん事業（がん検診等）業務 

 

１ 事業目的 

   がん検診等（子宮頸がん検診、乳がん検診（マンモグラフィ）、結核・肺がん検診、

胃がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、特定健康診査）を複合的にまとめて

実施することで、市民の利便性を図り、受診率の向上、疾病の早期発見・早期治療につ

なげることを目的とする。また、事業の効率的実施を目的とする。 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和１１年３月３０日まで 

 

３ 事業内容と受診見込み数 

けんしん名 対象者（年度末年齢） 予定人数 

子宮頸がん検診 ２０歳以上の女性 １，２２０人 

乳がん検診（マンモグラフィ） ４０歳以上の女性 １，０３０人 

結核・肺がん検診 読影のみ ４０歳以上 ２，９５０人 

喀痰細胞診 ５０歳以上該当者 ７５人 

胃がん検診 ５０歳以上 

原則偶数年齢 

４５０人 

前立腺がん検診 ５０歳以上６９歳以下の男性 １２０人 

肝炎ウイルス検査 ４０歳以上６９歳以下のこれまで

に検査を受けたことがない人 

７０人 

 

けんしん名 対象者 予定人数 

特定健康診査 ４０歳以上７４歳以下の赤磐市国

民健康保険被保険者※１ 

１，０００人 

※１ 集団けんしん受診日時点 

 

４ 実施時期 

（１）子宮頸がん検診、乳がん検診（マンモグラフィ）は、６月から７月までに同時に実   

  施する。６月から７月に市全体で１３日間程度同時実施する。ただし、別日程で、   

未受診者けんしんを１２月に１日程度実施する。 

（２）結核・肺がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、特定健康診 

査は、９月から１１月までに同時に実施する。市全体で１９日間程度実施する。た 



だし、別日程で、未受診者けんしんを１２月～１月に２日程度実施する。 

（３）結核・肺がん検診単独検診は６月から８月に、市全体で１０日間程度実施する。た 

だし、別日程で、未受診者検診を１月に３日程度実施する。 

※なお、具体的日程等は、プロポーザル終了後に、実施機関と事務局と協議の上決定す

る。 

 

５ 会場  

前項（１）（２）については、拠点会場は以下のとおり。（３）については、別にプロ

ポーザル終了後に事務局と協議の上決定する。 

《拠点会場》 

山陽地域：山陽保健センター、桜が丘いきいき交流センター 

  赤坂地域：赤坂健康管理センター、笹岡公民館 

  熊山地域：熊山保健福祉総合センター、桜が丘いきいき交流センター 

  吉井地域：吉井保健センター、仁美農村振興センター 

  ※Ｒ６年度は、山陽保健センターの庁舎改修のため、表記以外の別会場で行う可能性 

がある。 

 

６ けんしんの方法 

けんしんの実施内容については、「がん予防重点健康教育及び検診実施のための指針」

（平成２０年３月３１日付け健発第０３３１０５８号厚生労働省健康局長通知別添、

令和５年６月２３日一部改正）及び「特定健康診査及び特定保健指導の実施について

（平成２０年３月１０日付け、健発０３１０００７号、保発第０３１０００１号厚生労

働省健康局長）」に基づき実施する。 

基本的に、けんしんの受付から終了までを全委託とし、流れの詳細は、実施機関と事

務局で協議する。 

（１）子宮頸がん検診         

  ①問診 

    ②視診 

    ③子宮頸部の細胞診（ベセスダシステムの基準に基づいて分類） 

④内診 

（２）乳がん検診（マンモグラフィ） 

①問診 

②乳房エックス線検査 

ア撮影機器は、乳房エックス線装置の種類を明らかにし、日本医学放射線学会の定 

める使用基準を満たす。乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニ 

タの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構の行う施設画像評価を受 



け、ＡまたはＢの評価を受けていること。 

 ※評価ＣまたはＤ、施設画像評価を受けていない場合は、至急改善すること。 

イ両側乳房について、内外斜位方向撮影を行う。また４０歳以上５０歳未満の受  

診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の２方向を撮影する。 

ウ撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に

関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了し、その評価試験でＡまたは

Ｂの評価を受けていること。 

※評価試験でＣまたはＤ評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。 

（３）結核・肺がん検診    

①問診 

②胸部エックス線検査 

ア肺がん診断に適格な胸部エックス線撮影、すなわち、放射線医、呼吸器内科医、 

呼吸器外科医のいずれかによる胸部エックス線の画質の評価と、それに基づ

く指導を行う。撮影機器の種類（直接・間接撮影、デジタル式）、フィルムサ

イズ、モニタ読影の有無を明らかにし、日本肺癌学会が定める肺がん検診とし

て適切な撮影機器・撮影方法で撮影する。またデジタル撮影の場合、日本肺癌

学会が定める画像処理法を用いること。 

イ読影方法 

 胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、それぞれの読影結果

に基づき比較読影する。その方法は、次のとおりである。 

  ・二重読影 

       ２名以上の医師が同時に又はそれぞれ独立して読影することとするが、こ 

のうち１名は、十分な経験を有する者とする。読影結果の判定は、「肺がん

集団検診のてびき」の「肺癌検診における胸部Ｘ線写真の判定基準と指導区

分」によって行う。 

      ・比較読影 

       二重読影の結果、「肺がん検診の手引き」の「肺がん検診における胸部Ｘ線

写真の判定基準と指導区分」の「d」及び「e」に該当するものについては比

較読影を行う。 

     ウ読影結果の判定 

      「肺がん検診の手引き」（日本肺癌学会肺がん検診委員会）の「肺がん検診に

おける胸部Ｘ線写真  

エ６５歳以上を対象とする胸部エックス線検査は、「感染症の予防及び感染症の

患者に関する法律（平成１０年法律第１１４号）」第５３条の６に規定する定

期の健康診断に関する記録に準じ、結核検診の実施者において保存し、肺がん

検診の実施者からの一時的利用の依頼があった場合には、迅速かつ円滑に応



えられるよう、その管理体制を整備すること。 

③喀痰細胞診 

ア対象者  

問診の結果、原則として５０歳以上で喫煙指数（１日本数×年数）６００以上で

あることが判明した者（過去における喫煙者を含む）とする。 

※１胸部エックス線検査受診当日に喀痰採取容器を渡すこと。 

※２加熱式たばこについては、「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替

える。 

イ喀痰の採取 

対象者に、有効痰の採取方法を説明し、喀痰採取容器及び提出用封筒を渡し、３

日間蓄痰法により喀痰を採取する。検体は封筒に入れて個別に郵送で検診実施

機関に提出する。 

ウ処理の方法 

採取した喀痰（細胞）は、２枚以上のスライドに塗抹し、湿固定した上、パパニ

コロウ染色を行う。固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の

認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して行う。 

エ喀痰細胞診の結果の判定 

「肺癌集団検診の手引き」（日本肺がん学会集団検診委員会編）の「集団検診に

おける喀痰細胞診の判定基準と指導区分」によって行うものとする。 

（４）胃がん検診 

①問診 

②胃部エックス線検査 

ア撮影機器の種類を明らかにし、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を 

満たすものとする。 

イ撮影枚数は最低８枚とする。 

     ウ撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会の方式によるものとする。   

エ造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に（１８０～２２０Ｗ／Ｖ％の高 

濃度バリウム、１２０～１５０ｍｌとする）保つとともに、副作用等の事故に注 

意する。    

オ読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認 

定医もしくは総合認定医とする。 

カ必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影する。 

（５）前立腺がん検診（ＰＳＡ検査） 

①問診 

②ＰＳＡ検査 

 



（６）肝炎ウイルス検査        

  ①問診 

  ②ＨＢＳ抗原検査 

  ③ＨＣＶ抗体検査（ＨＣＶ抗体検査により中力価・低力価とされた検体に対してＨ

ＣＶ核酸増幅検査を行う。） 

（７）特定健康診査  

 【基本項目】 

項   目 備     考 

問診 
服薬歴、既往歴及び生活習慣（喫煙習慣を含む。）の状況に係る 

質問票、自覚症状 

身長、体重及び腹囲の 

測定 

腹囲の測定は、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。 

厚生労働大臣が定める基準（ＢＭＩが 20未満の者又はＢＭＩが 22未満

で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者）に基づき、医師が必要でな

いと認めるときは、省略可 

ＢＭＩの測定 ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）の２乗 

血圧の測定 測定回数は、原則２回とし、その２回の測定値の平均値とする。 

理学的検査 理学的所見、視診、打聴診、触診等 

血中脂質検査 

血清トリグリセライド（中性脂肪） 

高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール） 

低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール） 

肝機能検査 

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ） 

血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ） 

ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ） 

血糖検査 
空腹時血糖 

ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ） 

尿検査 尿中の糖及び蛋白 

医師の判断 
検査等の結果を踏まえた医師の所見 

医師の判断に基づき、選択的に実施する項目を実施した場合の理由 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ判定 基準該当・予備群該当・非該当 （仮判定） 

 

 



【赤磐市独自の検査項目】 

【詳細項目】 

 次の基準に該当した者に対し、受診者の性別・年齢等を踏まえ、医師が個別に必要と判断

した場合に実施。 

項   目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値、

血色素量及び赤血球数

の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

７ 結果 

   けんしんの結果については、各けんしんの結果を総合的に判断して、精密検査の必要

性の有無を決定し、要精密検診者に対しては、精密検査依頼書を発行する。その他の受

診者の結果通知は３週間以内に本市へ送付する。 

 

８ データ処理、報告 

（１）検診の結果を健康管理システム「健康かるて」に自動入力できるよう、本市指定の    

様式（テキストファイル形式）でＣＤ－Ｒにより引き渡しすること。コード等変更  

の可能性もあり、事前に打ち合わせをすること。 

特定健康診査については厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データを

作成し、岡山県国民健康保険団体連合会に送付すること。また、診断名データ（要医

療、精密検査、再検査がわかるもの）をＣＤ－Ｒにより引き渡すこと。 

（２）データ管理システムとの連携費用については、実施機関が負担すること。 

 

９ 実施機関の要件 

 （１）実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で各けんしんが実施されるよう、チェッ 

クリスト（実施機関用）を参考とするなどして、精度管理に努める。 

（２）実施機関は、各けんしんに関する正確な知識及び技能を有するものでなければなら 

ない。 

（３）実施機関は、検体、画像及び検診結果を少なくとも５年間保存しなければならない。 

（４）実施機関は、病院又は診療所以外の場所で医師の立会いなく、胸部エックス線検査 

を実施する場合、以下の点を遵守する。 

腎機能検査 クレアチニン、尿酸 

血中脂質検査 総コレステロール 

心電図検査 安静時 

眼底検査 両眼 



①検診の実施に関し、事前に胸部エックス線写真撮影を行う診療放射線技師に対 

して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画 

書を作成し、市町村に提出する。 

    ②緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 

    ③胸部エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備する。 

④胸部エックス線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日 

常点検等の管理体制を整備する。 

    ⑤検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保する。 

（５）４、６の日程及びけんしん項目で実施すること。検診に要する人員（医師・看護師・ 

事務等）の手配も含む。 

（６）受診者の会場内の誘導を行う。 

（７）検査項目等の不備があった場合は、実施機関で責任を持って対応すること。 

 

１０ 再委託の禁止 

    実施機関は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることは出来

ない。ただし、一部でかつ、主要な部分を除き、あらかじめ本市の書面による承諾を

得た場合は、この限りではない。 

 

１１ 秘密の保持  

検診実施に伴う個人情報等の取り扱いには、赤磐市個人情報保護条例（平成１７年

赤磐市条例第９号）に基づき、適正な個人情報の取り扱いが出来るよう指針を示し、

十分配慮することとする。  

本事業の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本事業の終了

後も同様とする。 

 

１２ 請求書提出 

請求書は、それぞれの検診・検査（特定健康診査を除く）ごとにまとめて、検診最

終日の翌月末までに本市へ提出すること。 

 

１３ その他 

（１）実施機関は、事務局と連絡調整を緊密に行い、求めに応じて可能な事業実施につ 

いて調整すること。けんしん準備、流れ、結果通知等について、事前に打ち合わせ 

を行うこと。 

（２）今後、新たに国や県よりけんしんに関する指針等が示された場合には、当該指針 

等を踏まえた内容とする。 

（３）本仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合、または本事業履行上必要 



な基本事項に変更の必要が認められた場合、本市と実施機関との間で協議の上、定 

めるものとする。 

 

１４ 事務局 

    赤磐市保健福祉部健康増進課 

    電話  ０８６－９５５－１１１７ 

    ＦＡＸ ０８６－９５５－１９１８ 

 


